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改   正   後  改   正   前  

目 次  目 次  

［ 第 一 章 ～ 第 三 章  略 ］  ［ 第 一 章 ～ 第 三 章  同 上 ］  

第 四 章  卸 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 際 の 確 認 義 務 （ 第 十 六 条 ― 第 十 八 条 ）  第 四 章  雑 則 （ 第 十 六 条 ― 第 十 八 条 ）  

第 五 章  雑 則 （ 第 十 九 条 ― 第 二 十 一 条 ）   

附 則  附 則  

（ 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 の 認 定 の 申 請 ）  

第 五 条  法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 申 請 書 及 び 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 は 、 そ れ ぞ れ 様 式 第 一 及 び 様

式 第 二 に よ る も の と す る 。  

（ 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 の 認 定 の 申 請 ）  

第 五 条  ［ 同 上 ］  

２  前 項 の 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 は 、 別 表 に 掲 げ る 電 気 通 信 番 号 の 種 別 ご と に 作 成 す る も の と す

る 。 た だ し 、 同 一 の 電 気 通 信 番 号 の 種 別 に つ い て 、 提 供 す る 電 気 通 信 役 務 の 内 容 ご と に 作 成 す

る こ と を 妨 げ な い 。  

２  ［ 同 上 ］  

３  法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 添 付 書 類 は 、 次 の と お り と す る 。  ３  ［ 同 上 ］  

一  申 請 者 が 法 人 又 は 団 体 で あ る 場 合 は 、 役 員 の 名 簿 及 び 住 民 票 （ 本 籍 の 記 載 の あ る も の に 限

る 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ） の 写 し 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類  

二  申 請 者 が 個 人 で あ る 場 合 は 、 住 民 票 の 写 し 又 は こ れ に 相 当 す る 書 類  

三  次 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 利 用 者 設 備 識 別 番 号 に つ い て 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 の 認 定 を 受 け

よ う と す る 場 合 は 、 事 業 計 画 書  

四  新 た に 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 そ の 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 数

及 び そ の 算 定 の 根 拠 を 記 載 し た 書 類  

五  新 た に 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 特 定 の 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を

希 望 す る と き は 、 そ の 電 気 通 信 番 号 及 び 希 望 す る 理 由 を 記 載 し た 書 類  

［ 新 設 ］  

 

［ 新 設 ］  

［ 新 設 ］  

 

一  ［ 同 上 ］  

 

二  新 た に 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 で あ っ て 、 特 定 の 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を

希 望 す る 場 合 は 、 そ の 電 気 通 信 番 号 及 び 希 望 す る 理 由 を 記 載 し た 書 類  

４  法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 法 第 五 十 条 の 三 第 一 号 か ら 第 四 号 ま で に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る

書 面 及 び 前 項 第 三 号 の 事 業 計 画 書 は 、 そ れ ぞ れ 様 式 第 三 及 び 様 式 第 四 に よ る も の と す る 。  

［ 新 設 ］  

 

（ 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 の 認 定 の 基 準 ）  

第 六 条  法 第 五 十 条 の 四 第 一 号 ハ の 総 務 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 の 認 定 の 基 準 ）  

第 六 条  法 第 五 十 条 の 四 第 三 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 基 準 は 、 次 の と お り と す る 。  

［ 一  略 ］  ［ 一  同 上 ］  

二  別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 指 定 を 受 け よ う と す る

電 気 通 信 番 号 計 画 に 定 め る 番 号 区 画 ご と の 別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号 の 数 に つ い て 、

相 当 程 度 の 需 要 が 見 込 ま れ 、 当 該 需 要 に 対 す る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 計 画 に 確 実 性 が あ

る こ と 。  

二  固 定 電 話 番 号 の 指 定 を 受 け よ う と す る 場 合 は 、 指 定 を 受 け よ う と す る 電 気 通 信 番 号 計 画 に

定 め る 番 号 区 画 ご と の 固 定 電 話 番 号 の 数 に つ い て 、 相 当 程 度 の 需 要 が 見 込 ま れ 、 当 該 需 要 に

対 す る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 係 る 計 画 に 確 実 性 が あ る こ と 。  

［ 三 ・ 四  略 ］  ［ 三 ・ 四  同 上 ］  

２  法 第 五 十 条 の 四 第 二 号 イ の 総 務 省 令 で 定 め る 利 用 者 設 備 識 別 番 号 は 、 次 の と お り と す る 。  ［ 新 設 ］  

一  別 表 第 一 号 に 掲 げ る 固 定 電 話 番 号   

二  別 表 第 四 号 に 掲 げ る 音 声 伝 送 携 帯 電 話 番 号   
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三  別 表 第 六 号 に 掲 げ る 特 定 Ｉ Ｐ 電 話 番 号   

３  法 第 五 十 条 の 四 第 二 号 ロ の 総 務 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の と お り と す る 。  ［ 新 設 ］  

一  刑 法 （ 明 治 四 十 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 二 百 三 十 五 条 の 罪 （ 官 公 職 を 詐 称 し 、 又 は 預 金 等 に

係 る 不 当 契 約 の 取 締 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 三 十 二 年 法 律 第 百 三 十 六 号 ） 第 一 条 第 一 項 に 規 定 す

る 金 融 機 関 の 従 業 者 に な り す ま し 、 そ の 他 不 正 の 方 法 を も っ て 他 人 を 欺 い て 、 当 該 他 人 の 預

貯 金 通 帳 、 預 貯 金 の 引 出 用 の カ ー ド そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の を 窃 取 す る も の に 限 る 。 次 号

に お い て 同 じ 。 ） を 犯 し 、 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は そ の 執 行 を 受 け る こ と が

な く な っ た 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者  

 

二  盗 犯 等 の 防 止 及 び 処 分 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 五 年 法 律 第 九 号 ） 第 三 条 の 罪 （ 刑 法 第 二 百 三 十

五 条 の 罪 に 係 る も の に 限 る 。 ） を 犯 し 、 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ り 、 又 は そ の 執 行 を

受 け る こ と が な く な っ た 日 か ら 二 年 を 経 過 し な い 者  

 

三  法 第 五 十 条 の 十 の 規 定 に よ り 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を 取 り 消 さ れ た 者 が 法 人 又 は 団

体 で あ る 場 合 に お い て 、 当 該 取 消 し の 処 分 を 受 け る 原 因 と な っ た 事 項 が 発 生 し た 当 時 現 に 当

該 法 人 又 は 団 体 の 役 員 で あ っ た 者 で 、 当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 二 年 を 経 過 し な い も の  

 

四  法 人 又 は 団 体 で あ っ て 、 そ の 役 員 の う ち に 前 三 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 が あ る も の   

（ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指 定 ）  

第 八 条  総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 （ 第 四 条 第 四 号 イ に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 場 合 に 限

る 。 ） に つ い て 、 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を し た と き は 、 法 第 五 十 条 の 十 二 の 規 定 に よ り

事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 を 指 定 し 、 こ れ を 通 知 す る 。  

（ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指 定 ）  

第 八 条  総 務 大 臣 は 、 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 （ 第 四 条 第 四 号 イ に 掲 げ る 事 項 を 記 載 し た 場 合 に 限

る 。 ） に つ い て 、 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を し た と き は 、 法 第 五 十 条 の 十 一 の 規 定 に よ り

事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 を 指 定 し 、 こ れ を 通 知 す る 。  

［ ２  略 ］  ［ ２  同 上 ］  

（ 変 更 の 認 定 の 申 請 ）  

第 九 条  法 第 五 十 条 の 六 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 申 請 書 及 び 電 気 通 信 番

号 使 用 計 画 は 、 そ れ ぞ れ 様 式 第 五 及 び 様 式 第 二 に よ る も の と す る 。  

（ 変 更 の 認 定 の 申 請 ）  

第 九 条  法 第 五 十 条 の 六 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 申 請 書 及 び 電 気 通 信 番

号 使 用 計 画 は 、 そ れ ぞ れ 様 式 第 三 及 び 様 式 第 二 に よ る も の と す る 。  

［ ２  略 ］  ［ ２  同 上 ］  

３  法 第 五 十 条 の 六 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 総 務 省 令 で 定 め る 添 付 書 類

は 、 次 の と お り と す る 。  

３  ［ 同 上 ］  

一  第 五 条 第 三 項 各 号 （ 第 三 号 を 除 く 。 ） に 定 め る 書 類 （ 第 一 号 及 び 第 二 号 に 定 め る 書 類 に あ

っ て は 、 当 該 書 類 の 内 容 に 変 更 が あ っ た 場 合 に 限 る 。 ）  

一  第 五 条 第 三 項 各 号 に 定 め る 書 類  

［ 二  略 ］  ［ 二  同 上 ］  

４  法 第 五 十 条 の 六 第 二 項 に お い て 準 用 す る 法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 の 法 第 五 十 条 の 三 第 一 号 か ら

第 四 号 ま で に 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面 は 、 様 式 第 三 に よ る も の と す る 。  

［ 新 設 ］  

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 十 一 条  法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 た だ し 書 の 総 務 省 令 で 定 め る 軽 微 な 変 更 は 、 次 の と お り と す る

。  

（ 軽 微 な 変 更 ）  

第 十 一 条  ［ 同 上 ］  

一  指 定 を 受 け て い る 電 気 通 信 番 号 の 数 の 減 少 （ 指 定 を 受 け て い る 全 て の 電 気 通 信 番 号 の 数 が

減 少 す る 場 合 を 含 み 、 新 た に 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け る こ と と な る 場 合 を 除 く 。 ）  

一  ［ 同 上 ］  
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二  電 気 通 信 役 務 の 提 供 の 開 始 の 日 の 繰 上 げ  二  ［ 同 上 ］  

三  卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 受 け る 電 気 通 信 事 業 者 名 の 追 加 又 は 削 除  ［ 新 設 ］  

四  電 気 通 信 番 号 の 使 用 に 関 す る 条 件 を 確 保 す る た め 、 他 の 電 気 通 信 事 業 者 と 取 決 め を し て い

る 場 合 に お け る 、 当 該 取 決 め を し て い る 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 数 の 増 加 又 は 減 少 （ 当 該 取 決

め の 内 容 に 変 更 が な い 場 合 に 限 る 。 ）  

三  ［ 同 上 ］  

五  電 気 通 信 番 号 の 使 用 に 関 す る 条 件 の 確 保 に 関 す る 事 項 の 変 更 の う ち 、 総 合 品 質 の 変 更 （ 総

合 品 質 を 劣 化 さ せ る こ と と な る 場 合 を 除 く 。 ）  

四  ［ 同 上 ］  

六  別 表 第 十 一 号 に 掲 げ る 付 加 的 役 務 識 別 番 号 を 使 用 し て 電 気 通 信 役 務 の 内 容 を 識 別 し て い る

場 合 で あ っ て 、 当 該 付 加 的 役 務 識 別 番 号 の 四 桁 目 以 降 に よ り そ の 識 別 す る 電 気 通 信 役 務 の 内

容 を 細 分 し て い る と き に お け る 当 該 細 分 し て い る 事 項 の 変 更 （ 新 た に 付 加 的 役 務 識 別 番 号 の

指 定 を 受 け る こ と と な る 場 合 を 除 く 。 ）  

五  ［ 同 上 ］  

（ 軽 微 な 変 更 の 届 出 等 ）  

第 十 二 条  電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 七 条 第 一 項 又 は 第 九 条 第 三 項 の 規 定 に よ り 氏 名 等 の 変 更 の

届 出 を し た 者 は 、 法 第 五 十 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 法 第 五 十 条 の 二 第 二 項 第 一 号 に 掲 げ る 事

項 の 変 更 に 係 る 届 出 を し た も の と み な す 。  

（ 軽 微 な 変 更 の 届 出 等 ）  

第 十 二 条  ［ 同 上 ］  

２  法 第 五 十 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 同 条 第 一 項 た だ し 書 の 軽 微 な 変 更 の 届 出 を し よ う と す る

者 は 、 様 式 第 六 の 届 出 書 に 、 様 式 第 二 に よ る 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 （ 電 気 通 信 番 号 の 種 別 又 は

電 気 通 信 役 務 の 内 容 ご と に 作 成 し た も の の う ち 、 変 更 の な い も の を 除 き 、 指 定 を 受 け て い る 電

気 通 信 番 号 の 数 を 減 じ よ う と す る 場 合 は 、 そ の 電 気 通 信 番 号 を 記 載 し た 書 類 を 含 む 。 ） を 添 え

て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

２  法 第 五 十 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 同 条 第 一 項 た だ し 書 の 軽 微 な 変 更 の 届 出 を し よ う と す る

者 は 、 様 式 第 四 の 届 出 書 に 、 様 式 第 二 に よ る 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 （ 電 気 通 信 番 号 の 種 別 又 は

電 気 通 信 役 務 の 内 容 ご と に 作 成 し た も の の う ち 、 変 更 の な い も の を 除 き 、 指 定 を 受 け て い る 電

気 通 信 番 号 の 数 を 減 じ よ う と す る 場 合 は 、 そ の 電 気 通 信 番 号 を 記 載 し た 書 類 を 含 む 。 ） を 添 え

て 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  法 第 五 十 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 を 使 用 し な い 電 気 通 信 事 業 者 に な っ た 旨 の

届 出 を し よ う と す る 者 は 、 様 式 第 七 の 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  法 第 五 十 条 の 六 第 三 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 を 使 用 し な い 電 気 通 信 事 業 者 に な っ た 旨 の

届 出 を し よ う と す る 者 は 、 様 式 第 五 の 届 出 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 届 出 を 提 出 す る と き は 、 併 せ て 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 に 係 る 第 七 条 第 一 項 の 認

定 証 及 び 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に 係 る 第 十 条 に お い て 準 用 す る 第 七 条 第 一 項 の 認

定 証 を 総 務 大 臣 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

４  前 項 の 届 出 を 提 出 す る と き は 、 併 せ て 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 及 び 法 第 五 十 条 の 六 第 一

項 の 変 更 認 定 に 係 る 認 定 証 を 総 務 大 臣 に 返 納 し な け れ ば な ら な い 。  

［ ５  略 ］  ［ ５  同 上 ］  

（ 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 管 理 の 引 継 ぎ 等 ）  

第 十 三 条  利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 指 定 を 受 け て い る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 指 定 の 失 効 等 （ 法 第

五 十 条 の 十 一 第 一 号 に 定 め る 指 定 の 失 効 又 は 同 条 第 二 号 に 定 め る 指 定 の 取 消 し を い う 。 以 下 こ

の 条 に お い て 同 じ 。 ） が あ っ た 場 合 に 、 当 該 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 管 理 を 引 き 継 ぐ 電 気 通 信 事

業 者 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 番 号 管 理 事

業 者 」 と い う 。 ） を あ ら か じ め 総 務 大 臣 に 届 け 出 る こ と が で き る 。  

（ 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 管 理 の 引 継 ぎ 等 ）  

第 十 三 条  利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 指 定 を 受 け て い る 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 指 定 の 失 効 等 （ 法 第

五 十 条 の 十 第 一 号 に 定 め る 指 定 の 失 効 又 は 同 条 第 二 号 に 定 め る 指 定 の 取 消 し を い う 。 以 下 こ の

条 に お い て 同 じ 。 ） が あ っ た 場 合 に 、 当 該 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 管 理 を 引 き 継 ぐ 電 気 通 信 事 業

者 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 以 下 こ の 条 に お い て 「 番 号 管 理 事 業

者 」 と い う 。 ） を あ ら か じ め 総 務 大 臣 に 届 け 出 る こ と が で き る 。  

［ ２ ～ ５  略 ］  ［ ２ ～ ５  同 上 ］  

（ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 取 消 し 等 ）  （ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 取 消 し 等 ）  
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第 十 四 条  総 務 大 臣 は 、 法 第 五 十 条 の 十 二 の 規 定 に よ り 、 法 第 五 十 条 の 九 の 規 定 に よ る 電 気 通 信

番 号 使 用 計 画 （ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 認 定 の 失 効 が あ っ た と き は 、 当

該 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

第 十 四 条  総 務 大 臣 は 、 法 第 五 十 条 の 十 一 の 規 定 に よ り 、 法 第 五 十 条 の 八 の 規 定 に よ る 電 気 通 信

番 号 使 用 計 画 （ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 に 係 る も の に 限 る 。 ） の 認 定 の 失 効 が あ っ た と き は 、 当

該 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指 定 を 取 り 消 す も の と す る 。  

２  総 務 大 臣 は 、 法 第 五 十 条 の 十 二 の 規 定 に よ り 、 電 気 通 信 事 業 者 （ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指

定 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 ） が 法 第 五 十 条 の 十 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 事 業 者

設 備 等 識 別 番 号 の 全 部 又 は 一 部 の 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

２  総 務 大 臣 は 、 法 第 五 十 条 の 十 一 の 規 定 に よ り 、 電 気 通 信 事 業 者 （ 事 業 者 設 備 等 識 別 番 号 の 指

定 を 受 け て い る 者 に 限 る 。 ） が 法 第 五 十 条 の 九 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 当 該 事 業 者

設 備 等 識 別 番 号 の 全 部 又 は 一 部 の 指 定 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

（ 使 用 期 限 を 超 過 し た 電 気 通 信 番 号 ）  

第 十 五 条  電 気 通 信 番 号 （ 電 気 通 信 番 号 計 画 に お い て 使 用 の 期 限 が 記 載 さ れ た も の に 限 る 。 ） の

指 定 は 、 当 該 使 用 の 期 限 を 超 え た 場 合 は 、 そ の 効 力 を 失 う も の と す る 。  

（ 使 用 期 限 を 超 過 し た 電 気 通 信 番 号 ）  

第 十 五 条  ［ 同 上 ］  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け て い た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 遅 滞 な く 、 法 第

五 十 条 の 六 の 規 定 に よ り 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 五 十

条 の 九 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 の 場 合 に お い て 、 電 気 通 信 番 号 の 指 定 を 受 け て い た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 遅 滞 な く 、 法 第

五 十 条 の 六 の 規 定 に よ り 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 法 第 五 十

条 の 八 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

第 四 章  卸 電 気 通 信 役 務 を 提 供 す る 際 の 確 認 義 務  ［ 新 設 ］  

（ 電 気 通 信 役 務 の 提 供 を 継 続 的 に 実 施 す る と 見 込 ま れ る 要 件 等 ）  

第 十 六 条  法 第 五 十 条 の 七 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 期 間 は 、 六 月 と す る 。  

 

２  法 第 五 十 条 の 七 第 二 号 の 総 務 省 令 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 要 件 の い ず れ か と す る

。  

 

一  電 気 通 信 事 業 法 及 び 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 等 に 関 す る 法 律 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 七

年 法 律 第 四 十 六 号 ） の 施 行 の 日 以 後 に 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 又 は 法 第 五 十 条 の 六 第 一

項 の 変 更 の 認 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 （ 法 第 五 十 条 の 二 第 三 項 の 規 定 に よ り 同 条 第 一 項 の

認 定 又 は 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 を 受 け た も の と み な さ れ る 電 気 通 信 事 業 者 を 除

く 。 ） で あ る こ と 。  

 

二  関 係 会 社 （ 会 社 計 算 規 則 （ 平 成 十 八 年 法 務 省 令 第 十 三 号 ） 第 二 条 第 三 項 第 二 十 五 号 に 規 定

す る 関 係 会 社 を い う 。 次 条 第 一 項 第 二 号 ハ に お い て 同 じ 。 ） の う ち に 、 外 国 会 社 （ 会 社 法 （

平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 二 号 に 規 定 す る 外 国 会 社 を い う 。 第 四 号 に お い て 同 じ

。 ） 以 外 の 者 で あ っ て 、 前 項 に 定 め る 期 間 以 上 継 続 し て 電 気 通 信 事 業 そ の 他 の 事 業 を 行 っ て

い る も の が あ る こ と 。  

 

三  法 に 相 当 す る 外 国 の 法 令 の 規 定 に よ る 許 認 可 等 （ 行 政 手 続 法 （ 平 成 五 年 法 律 第 八 十 八 号 ）

第 二 条 第 三 号 に 規 定 す る 許 認 可 等 を い う 。 次 号 及 び 次 条 第 一 項 第 二 号 に お い て 同 じ 。 ） を 受

け て 、 前 項 に 定 め る 期 間 以 上 継 続 し て 外 国 に お い て 電 気 通 信 事 業 に 相 当 す る 事 業 を 行 っ て い

る こ と 。  

 

四  親 会 社 （ 会 社 法 第 二 条 第 四 号 に 規 定 す る 親 会 社 を い う 。 次 条 第 一 項 第 二 号 ホ に お い て 同 じ

。 ） が 外 国 会 社 で あ っ て 、 当 該 親 会 社 が 、 法 に 相 当 す る 外 国 の 法 令 の 規 定 に よ る 許 認 可 等 を

受 け て 、 前 項 に 定 め る 期 間 以 上 継 続 し て 当 該 外 国 に お い て 電 気 通 信 事 業 に 相 当 す る 事 業 を 行

っ て い る こ と 。  
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五  役 員 の う ち に 、 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 を 受 け た 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 事 業 の 用

に 供 す る 電 気 通 信 設 備 の 管 理 に 関 す る 業 務 の う ち 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る も の に 通 算 し て

三 年 以 上 従 事 し た 経 験 を 有 す る 者 が あ る こ と 。  

 
イ  電 気 通 信 番 号 を 使 用 し た 電 気 通 信 役 務 に 係 る 電 気 通 信 設 備 の 設 計 、 工 事 、 維 持 又 は 運 用

に 関 す る 業 務  

ロ  イ に 掲 げ る 業 務 を 監 督 す る 業 務  

 

（ 確 認 の 方 法 等 ）  

第 十 七 条  法 第 五 十 条 の 七 の 規 定 に よ る 確 認 は 、 次 に 掲 げ る 確 認 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め

る 方 法 に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

 

一  法 第 五 十 条 の 七 第 一 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  次 の イ 又 は ロ に 掲 げ る 卸 電 気 通 信 役 務 の 提

供 の 相 手 方 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ 又 は ロ に 定 め る 方 法  

 

イ  法 第 五 十 条 の 七 第 一 号 イ に 掲 げ る 者  当 該 相 手 方 か ら 法 第 五 十 条 の 二 第 一 項 の 認 定 に 係

る 第 七 条 第 一 項 の 認 定 証 又 は 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に 係 る 第 十 条 に お い て 準

用 す る 第 七 条 第 一 項 の 認 定 証 の 提 示 を 受 け る 方 法  

 

ロ  法 第 五 十 条 の 七 第 一 号 ロ に 掲 げ る 者  当 該 相 手 方 か ら 次 に 掲 げ る も の の 提 示 を 受 け る 方

法  

 

(1
)

 法 第 十 一 条 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 登 録 番 号 又 は 電 気 通 信 事 業 法 施 行 規 則 第 九 条 第

十 五 項 若 し く は 第 六 十 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 届 出 番 号  

(2
)

 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 使 用 に 係 る 電 気 通 信 番 号 使 用 計 画  

 

二  法 第 五 十 条 の 七 第 二 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  次 の イ か ら ホ ま で に 掲 げ る 卸 電 気 通 信 役 務

の 提 供 の 相 手 方 へ の 確 認 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 イ か ら ホ ま で に 定 め る 方 法  

 

イ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 一 項 に 定 め る 期 間 以 上 継 続 し て 電 気 通 信 事 業 そ の 他 の 事 業 を 行 っ て

い る こ と の 確 認  次 の い ず れ か に 掲 げ る 方 法  

 

(1
)

 当 該 相 手 方 か ら 電 気 通 信 役 務 そ の 他 の 役 務 の 提 供 に 係 る 契 約 書 そ の 他 の 事 業 継 続 期

間 が 確 認 で き る 書 類 の 提 示 を 受 け る 方 法  

 

(2
)

 金 融 商 品 取 引 所 （ 金 融 商 品 取 引 法 （ 昭 和 二 十 三 年 法 律 第 二 十 五 号 ） 第 二 条 第 十 六 項

に 規 定 す る 金 融 商 品 取 引 所 を い う 。 ハ (2
)

に お い て 同 じ 。 ） に 当 該 相 手 方 の 株 式 が 上 場 さ

れ て い る こ と を 確 認 す る 方 法  

 

ロ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 二 項 第 一 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  当 該 相 手 方 か ら 法 第 五 十 条 の 二

第 一 項 の 認 定 に 係 る 第 七 条 第 一 項 の 認 定 証 又 は 法 第 五 十 条 の 六 第 一 項 の 変 更 の 認 定 に 係 る

第 十 条 に お い て 準 用 す る 第 七 条 第 一 項 の 認 定 証 の 提 示 を 受 け る 方 法  

 

ハ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 二 項 第 二 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  次 の い ず れ か に 掲 げ る 方 法   

(1
)

 当 該 相 手 方 か ら 有 価 証 券 報 告 書 （ 金 融 商 品 取 引 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 価

証 券 報 告 書 を い う 。 (2
)

及 び ホ (1
)

に お い て 同 じ 。 ） そ の 他 の 当 該 相 手 方 と 当 該 相 手 方 の

関 係 会 社 と の 関 係 を 証 す る 書 類 及 び 電 気 通 信 役 務 そ の 他 の 役 務 の 提 供 に 係 る 契 約 書 そ の

他 の 当 該 関 係 会 社 の 事 業 継 続 期 間 が 確 認 で き る 書 類 の 提 示 を 受 け る 方 法  

 



 

7
頁
 

(2
)

 当 該 相 手 方 か ら 有 価 証 券 報 告 書 そ の 他 の 当 該 相 手 方 と 当 該 相 手 方 の 関 係 会 社 と の 関

係 を 証 す る 書 類 の 提 示 を 受 け 、 か つ 、 金 融 商 品 取 引 所 に 当 該 関 係 会 社 の 株 式 が 上 場 し て

い る こ と を 確 認 す る 方 法  

 
ニ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 二 項 第 三 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  当 該 相 手 方 か ら 次 に 掲 げ る も の

の 提 示 を 受 け る 方 法  

 

(1
)

 法 に 相 当 す る 外 国 の 法 令 の 規 定 に よ る 許 認 可 等 を 受 け て い る こ と を 証 す る 書 類  

(2
)

 電 気 通 信 役 務 に 相 当 す る 役 務 の 提 供 に 係 る 契 約 書 そ の 他 の 事 業 継 続 期 間 が 確 認 で き

る 書 類  

 

ホ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 二 項 第 四 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  当 該 相 手 方 か ら 次 に 掲 げ る 書 類

の 提 示 を 受 け る 方 法  

 

(1
)

 外 国 に お い て 開 示 が 行 わ れ て い る 有 価 証 券 報 告 書 に 相 当 す る 書 類 そ の 他 の 当 該 相 手

方 と 当 該 相 手 方 の 親 会 社 と の 関 係 を 証 す る 書 類  

 

(2
)

 当 該 相 手 方 の 親 会 社 が 法 に 相 当 す る 外 国 の 法 令 の 規 定 に よ る 許 認 可 等 を 受 け て い る

こ と を 証 す る 書 類  

 

(3
)

 電 気 通 信 役 務 に 相 当 す る 役 務 の 提 供 に 係 る 契 約 書 そ の 他 の 当 該 相 手 方 の 親 会 社 の 事

業 継 続 期 間 が 確 認 で き る 書 類  

 

ヘ  当 該 相 手 方 が 前 条 第 二 項 第 五 号 に 該 当 す る こ と の 確 認  当 該 相 手 方 か ら 当 該 相 手 方 の 役

員 の う ち に 、 前 条 第 二 項 第 五 号 に 規 定 す る 経 験 を 有 す る 者 が あ る こ と を 証 す る 書 類 の 提 示

を 受 け る 方 法  

 

２  法 第 五 十 条 の 七 の 規 定 に よ る 確 認 を 行 う 電 気 通 信 事 業 者 は 、 前 項 に 規 定 す る 確 認 の 方 法 の う

ち 、 書 類 の 提 示 を 受 け る も の に つ い て 、 当 該 書 類 の 提 示 に 代 え て 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組

織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す る 方 法 を い う 。 第 二 十 一 条 に お い て 同 じ 。

） に よ り 当 該 書 類 に 記 載 さ れ る べ き 事 項 の 提 供 を 受 け る こ と が で き る 。  

 

３  法 第 五 十 条 の 七 の 規 定 に よ る 確 認 を 行 う 電 気 通 信 事 業 者 は 、 利 用 者 設 備 識 別 番 号 （ 第 六 条 第

二 項 各 号 に 掲 げ る 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 種 別 に 係 る も の に 限 る 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を 使 用

す る 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 を し 、 又 は 更 新 を し よ う と す る と き は 、 当 該 契 約

の 相 手 方 に 対 し 、 当 該 電 気 通 信 役 務 が 当 該 契 約 の 相 手 方 の 電 気 通 信 事 業 の 用 に 供 す る も の で あ

る か ど う か の 確 認 を し な け れ ば な ら な い 。  

 

４  法 第 五 十 条 の 七 の 規 定 に よ る 確 認 を 行 う 電 気 通 信 事 業 者 は 、 利 用 者 設 備 識 別 番 号 を 使 用 す る

卸 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 を し 、 又 は 更 新 を し よ う と す る と き は 、 当 該 契 約 の

期 間 中 に お け る 当 該 契 約 の 相 手 方 と の 間 の 連 絡 体 制 が 確 保 さ れ て い る こ と の 確 認 を し な け れ ば

な ら な い 。  

 

（ 利 用 者 設 備 識 別 番 号 の 数 ）  

第 十 八 条  法 第 五 十 条 の 七 の 総 務 省 令 で 定 め る 数 は 、 第 六 条 第 二 項 各 号 に 掲 げ る 利 用 者 設 備 識 別

番 号 の 種 別 ご と に 五 十 と す る 。  

 

第 五 章  雑 則  第 四 章  雑 則  
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（ 公 示 ）  

第 十 九 条  法 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 計 画 （ 法 第 五 十 条 の 十 三 の 規 定 に よ り 記

載 す る も の を 除 く 。 ） の 公 示 は 、 官 報 で 告 示 す る こ と に よ っ て 行 う 。  

（ 公 示 ）  

第 十 六 条  法 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 計 画 （ 法 第 五 十 条 の 十 二 の 規 定 に よ り 記

載 す る も の を 除 く 。 ） の 公 示 は 、 官 報 で 告 示 す る こ と に よ っ て 行 う 。  

２  法 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 計 画 （ 法 第 五 十 条 の 十 三 の 規 定 に よ り 記 載 す る

も の に 限 る 。 ） の 公 示 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ っ て 行 う 。  

２  法 第 五 十 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 電 気 通 信 番 号 計 画 （ 法 第 五 十 条 の 十 二 の 規 定 に よ り 記 載 す る

も の に 限 る 。 ） の 公 示 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ の 他 の 適 切 な 方 法 に よ っ て 行 う 。  

（ 書 類 の 提 出 ）  

第 二 十 条  ［ 略 ］  

（ 書 類 の 提 出 ）  

第 十 七 条  ［ 同 上 ］  

（ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 出 ）  

第 二 十 一 条  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に つ い て は 、 当 該 書 類 が 電 磁 的 記 録 で 作 成 さ れ て

い る 場 合 に は 、 電 磁 的 方 法 を も っ て 行 う こ と が で き る 。  

（ 電 磁 的 方 法 に よ る 提 出 ）  

第 十 八 条  こ の 省 令 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 に つ い て は 、 当 該 書 類 が 電 磁 的 記 録 で 作 成 さ れ て い

る 場 合 に は 、 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 す

る 方 法 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） を も っ て 行 う こ と が で き る 。  

［ ２  略 ］  ［ ２  同 上 ］  

様式第２（第５条第１項、第９条第１項及び第１２条第２項関係） 様式第２（第５条第１項、第９条第１項及び第１２条第２項関係） 

第１ 利用者設備識別番号（自ら指定を受けて使用する場合に限る。）に係る電気通信番号使

用計画 

第１ 利用者設備識別番号（自ら指定を受けて使用する場合に限る。）に係る電気通信番号使

用計画 

［略］ ［同左］ 

［１～８ 略］ ［１～８ 同左］ 

  

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

５ 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。 ５ ［同左］ 

［(1)～(3) 略］ ［(1)～(3) 同左］ 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所及び設置の態様 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所（都道府県及び市区町村名を含む。） 

［６～８ 略］ ［６～８ 同左］ 

第２ 利用者設備識別番号（自ら指定を受けて使用する場合を除く。）に係る電気通信番号使

用計画 

第２ 利用者設備識別番号（自ら指定を受けて使用する場合を除く。）に係る電気通信番号使

用計画 

［略］ ［同左］ 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容（注２）（注３）（注４） ２ 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容（注２）（注３） 

３ 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図（注３）（注５） ３ 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図（注２）（注４） 

４ 利用者設備識別番号の管理に関する事項（注３）（注６） ４ 利用者設備識別番号の管理に関する事項（注２）（注５） 

５ 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項（注３） ５ 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項（注２） 

６ その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項（注３） ６ その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項（注２） 
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［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名を全て記載すること。 ［新設］ 

３ [略］ ２ ［同左］ 

４ [略] ３ ［同左］ 

５ 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。 ４ ［同左］ 

［(1)～(3) 略］ ［(1)～(3) 同左］ 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所及び設置の態様 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所（都道府県及び市区町村名を含む。） 

６ ［略］ ５ ［同左］ 

７ ［略］ ６ ［同左］ 

第３ 事業者設備等識別番号（自ら指定を受けて使用する場合に限る。）に係る電気通信番号

使用計画 

第３ 事業者設備等識別番号（自ら指定を受けて使用する場合に限る。）に係る電気通信番号

使用計画 

［略］ ［同左］ 

［１～７ 略］ ［１～７ 同左］ 

  

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

［２～４ 略］ ［２～４ 同左］ 

５ 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。 ５ ［同左］ 

［(1)～(3) 略］ ［(1)～(3) 同左］ 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所及び設置の態様 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所（都道府県及び市区町村名を含む。） 

［６・７ 略］ ［６・７ 同左］ 

第４ 事業者設備等識別番号（自ら指定を受けて使用する場合を除く。）に係る電気通信番号

使用計画 

第４ 事業者設備等識別番号（自ら指定を受けて使用する場合を除く。）に係る電気通信番号

使用計画 

［略］ ［同左］ 

［１ 略］ ［１ 同左］ 

２ 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容（注２）（注３）（注４） ２ 電気通信番号を使用して提供する電気通信役務の内容（注２）（注３） 

３ 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図（注３）（注５） ３ 電気通信番号の使用に必要となる電気通信設備の構成図（注２）（注４） 

４ 事業者設備等識別番号の管理に関する事項（注３）（注６） ４ 事業者設備等識別番号の管理に関する事項（注２）（注５） 

５ 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項（注３） ５ 電気通信番号の使用に関する条件の確保に関する事項（注２） 

６ その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項（注３） ６ その他電気通信番号の使用に当たり特に必要な事項（注２） 

  

［注１ 略］ ［注１ 同左］ 

２ 卸電気通信役務の提供を受ける電気通信事業者名を全て記載すること。 ［新設］ 
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３ ［略］ ２ ［同左］ 

４ ［略］ ３ ［同左］ 

５ 次に掲げる事項が明確となるよう記載すること。 ４ ［同左］ 

［(1)～(3) 略］ ［(1)～(3) 同左］ 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所及び設置の態様 

(4) 特定の設備の設置が電気通信番号の使用に関する条件とされている場合は、当該

設備の設置場所（都道府県及び市区町村名を含む。） 

６ ［略］ ５ ［同左］ 

７ ［略］ ６ ［同左］ 

様式第３（第５条第４項及び第９条第４項関係） ［新設］ 

誓約書  

  

年  月  日  

  

総務大臣 殿  

  

郵便番号                      

（ふりがな）                     

住  所                      

（ふりがな）                     

氏  名（法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記 

載すること。)               

登録年月日又は届出年月日及び登録番号又は届出番号 

担当部署名（担当部署がある場合は、名称を記載するこ 

と。)                  

電話番号及び電子メールアドレス（連絡のとれる電話番 

号及び電子メールアドレスを記載すること。 

なお、担当部署がある場合は、当該担当部署 

の電話番号及び電子メールアドレスを記載す 

ること。)                 

 

  

認定（変更認定）申請者が電気通信事業法第50条の３第１号から第４号まで（電気通信事業法

第50条の６第２項の規定において準用する同法第50条の３第１号から第４号まで）に該当しない

ことを誓約します。 

 

  

注 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とすること。  
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様式第４（第５条第４項関係） ［新設］ 

事業計画書  

  

１ 事業開始年月日  

  

２ 電気通信事業その他の事業の実績（注１）  

  

３ 関係会社及び当該関係会社の電気通信事業その他の事業の実績（注２）（注３）  

 社名 実績   

     

  

４ 役員の経歴（注４）（注５）  

 役員 経歴   

     

  

５ 事業の開始のため必要となる設備資金及び運転資金の額並びにその調達方法及び返済計画  

  

６ 事業開始年月日以降５年間の収支見込み（注６）  

  年目： 年 月 日から 年 月 日まで 備考   

 
収

入 

電気通信事業収入 千円    

 その他収入     

 計     

 
支

出 

電気通信事業支出 千円    

 その他支出     

 計     

 差引利益     

  

注１ ６月未満の事業の実績については、記載を要しない。  

２ 記載する社名の数に応じ、項を適宜増減すること。  

３ 第16条第２項第２号又は第４号に掲げる要件に該当しない事業の実績については、記載

を要しない。 

 

４ 記載する役員の数に応じ、項を適宜増減すること。  

５ 第16条第２項第５号に掲げる要件に該当しない経歴については、記載を要しない。  

６ 備考欄には、算出の根拠その他参考事項となる事項を記載すること。  



 

1
2
頁
 

 

  

様式第５（第９条第１項関係） 様式第３（第９条第１項関係） 

［略］ ［同左］ 

様式第６（第12条第２項関係） 様式第４（第12条第２項関係） 

［略］ ［同左］ 

様式第７（第12条第３項関係） 様式第５（第12条第３項関係） 

［略］ ［同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。  
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（
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
下
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に

対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う

。

）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対

象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改   正   後  改   正   前  

様式第28の２（第８条関係） 様式第28の２（第８条関係） 

 電気通信番号の使用に関する報告 

（卸電気通信役務（利用者設備識別番号）の提供状況） 

年４月１日から 

年３月31日まで 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

卸先事業者名 法人番号 電話転送役務の提供 

卸先事業者の電気通信

番号使用計画の認定状

況の確認 

    

    

    

    
 

  電気通信番号の使用に関する報告 

（卸電気通信役務（利用者設備識別番号）の提供状況） 

年４月１日から 

年３月31日まで 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

卸先事業者名 法人番号 
電話転送役務

の提供 

卸先事業者の

電気通信番号

使用計画の認

定状況の確認 

卸先事業者に対する

電気通信番号の使用

に関する条件の遵守

の合意 

     

     

     

     
 

 

 ［注１ 略］ 

２ 「卸先事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者から卸電気通信役務の提供

を受ける電気通信事業者（以下「卸先事業者」という。）について、卸先事業者の氏名又

は名称及び卸先事業者の法人番号をそれぞれ記載すること。ただし、法人番号の記載がで

きない場合にあつては、当該電気通信事業者の住所を記載すること。 

 

 

  ［３ 略］ 

４ 「卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認」の欄は、電気通信番号を使用

する卸電気通信役務の提供に関する契約の締結又は更新に際し、確認した卸先事業者の電

気通信番号使用計画の認定状況について、その確認を行った西暦年数を算用数字で記載す

ること。ただし、定期又は不定期に確認している場合は、直近に確認を行った西暦年数を

算用数字で記載することができる。 

［削る］ 

 

 

 ［注１ 同左］ 

２ 「卸先事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者から卸電気通信役務の提供

を受ける電気通信事業者（以下「卸先事業者」という。）について、卸先事業者の氏名又

は名称、及び卸先事業者の法人番号をそれぞれ記載するとともに、報告年度中に新たに卸

電気通信役務の提供を開始した卸先事業者については、その氏名又は名称に下線を付すこ

と。ただし、法人番号の記載ができない場合にあつては、当該電気通信事業者の住所を記

載すること。 

  ［３ 同左］ 

４ 「卸先事業者の電気通信番号使用計画の認定状況の確認」の欄は、新たな種別の電気通

信番号を使用する卸電気通信役務の提供の開始に際し、卸先事業者の電気通信番号使用計

画の認定状況を確認している場合に、その確認を行った西暦年数を算用数字で記載するこ

と。ただし、定期又は不定期に確認している場合は、直近に確認を行った西暦年数を算用

数字で記載することができる。 

５ 「卸先事業者に対する電気通信番号の使用に関する条件の遵守の合意」の欄は、卸電気

通信役務の提供の契約に関する書面において卸先事業者が電気通信番号の使用に関する条

件を遵守することについて合意している場合に、その合意を行った西暦年数を算用数字で
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５ ［略］ 

６ ［略］ 

記載すること。 

６ ［同左］ 

７ ［同左］ 

様式第28の３（第８条関係） 様式第28の３（第８条関係） 

 電気通信番号の使用に関する報告 

（自らが指定を受けていない番号／番号使用状況） 

年３月31日現在 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

電気通信

番号の種

別 

卸元事

業者名 

法人番

号 

番号使用数 番号

未使

用数 

備考 合計  うち卸

提供数 

うち電話転 

送役務の数 

         

         

         

         

合計       
 

  電気通信番号の使用に関する報告 

（自らが指定を受けていない番号／番号使用状況） 

年３月31日現在 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

電気通信番

号の種別 
卸元事業

者名 

番号使用数 
番号未

使用数 
備考 合計  うち卸提

供数 

うち電話転 

送役務の数 

        

        

        

        

合計       
 

 

 ［注１ 略］ 

２ 「卸元事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者に卸電気通信役務の提供を

行う電気通信事業者について、その氏名又は名称及び卸元事業者の法人番号をそれぞれ記

載すること。ただし、法人番号の記載ができない場合にあつては、当該電気通信事業者の

住所を記載すること。 

［３～８ 略］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ［注１ 同左］ 

２ 「卸元事業者名」の欄は、報告対象事業者に卸電気通信役務の提供を行う電気通信事業

者について、その氏名又は名称を記載すること。 

 

 

［３～８ 同左］ 
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様式第28の４（第８条関係） 様式第28の４（第８条関係） 

 電気通信番号の使用に関する報告 

（みなし認定／番号使用状況） 

年３月31日現在 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

電気通信番

号の種別 

卸元事業

者名 

法人番

号 

電気通信

番号使用

計画作成

状況 

番号使用数 

番号未

使用数 

備

考 

合

計  
うち卸提

供数 

          

          

          

合計          
 

  電気通信番号の使用に関する報告 

（みなし認定／番号使用状況） 

年３月31日現在 

事業者名             

法人番号             

登録番号又は届出番号             

電気通信番

号の種別 

電気通信番号

使用計画作成

状況 

番号使用数 

番号未使用数 備考 合計 
 

うち卸提供数 

       

       

       

合計       
 

 

［注１ 略］ 

２ 「卸元事業者名」及び「法人番号」の欄は、報告対象事業者に卸電気通信役務の提供を

行う電気通信事業者について、その氏名又は名称及び卸元事業者の法人番号をそれぞれ記

載すること。ただし、法人番号の記載ができない場合にあつては、当該電気通信事業者の

住所を記載すること。 

３ 「電気通信番号使用計画作成状況」の欄は、左欄に電気通信番号の種別ごとに直近に電

気通信番号使用計画を作成し、又は変更した年月日を、右欄に作成した電気通信番号使用

計画が標準電気通信番号使用計画（令和元年総務省告示第７号）における別表のいずれに

該当するかを記載すること。 

４ ［略］ 

５ ［略］ 

６ ［略］ 

７ ［略］ 

８ ［略］ 

［注１ 同左］ 

［新設］ 

 

 

 

２ 「電気通信番号使用計画作成状況」の欄は、直近に電気通信番号使用計画を作成し、又

は変更した年月日を記載すること。 

 

 

３ ［同左］ 

４ ［同左］ 

５ ［同左］ 

６ ［同左］ 

７ ［同左］ 

備 考  表 中 の ［  ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 下 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 下 線 は 注 記 で あ る 。  
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附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
電
気
通
信
事
業
法
及
び
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（

令
和
七
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
電
気
通
信
番
号
規
則
様
式
第
二

の
改
正
規
定

（
「

設
置
場
所
（
都
道
府
県
及
び
市
区
町
村
名
を
含
む

。
）
」

を
「
設
置
場
所
及
び
設
置
の
態
様
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る

。
）

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２ 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
規
定
は
、
報
告
期
限
が
令
和
八
年
七
月
一
日
以
降

で
あ
る
報
告
か
ら
適
用
す
る
。 


